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はじめに

年代、福岡教育大の横山氏は現代の子1990
育ての問題点として、①教えないことからの

問題、②経験しないことからの問題、③苦し

んでいないことからの問題をあげ、原因とし

て、核家族化・少産・成育・高学歴・晩婚化

・経済的余裕などの家庭的背景とともに、濫

用と過剰・急速度化・断片的人間などの社会

的風潮がある。テレビコマーシャルや性の表

現にしろだんだんと過激になり、やたらと使

用されているのが濫用と過剰、早期教育にし

ろ、何でも早い（速い）ことはいいことだと

の風潮が急速度化で、このためじっくりやる

熟練の意志が喪失し、持久力が乏しい、根気

のない人間が育ってしまう。その結果、何で

も知っているようで、深いところは何も知ら

ない断片的人間の子供を育てている。経済的

余裕は、子供に我慢することや苦しんで達成

する経験を与えない。社会や家庭も子供に教

えなければならないことを教えようとしない

と述べている。

思春期の子供が起こした重大事件はさまざ

まな要因が複雑に絡み合っているが、乳幼児

期の成育、性の問題が含まれていることを指

摘する声がある。

家庭、家族を構成する親と子供の役割、男

性（父親）と女性（母親）の役割、そして、

子供らしさ・父親らしさ・母親らしさといっ

た「らしさ」が失われてきていることを感じ

る。それは、過度な平等教育、男女の区別・

子供の能力差というものを認めないところか

ら始まっているのではないだろうか。

「らしさ」や「役割」像については、様々

な考え方があり一概には言えないが、私は、

親と子・父親と母親が話し合い納得した「ら

しさ」や「役割」については、男女平等、人

間尊重といった教育の基本理念から外れるも

のではなく、将来にわたる人間関係構築の基

礎となるものだと信している。

東京都高等学校性教育研究会長

筒 井 邦 夫

「学校における性教育の考え方、進め方」

文部科学省によれば、学校における性教育の

内容として

ア：自己の性を確かにするために必要な内

容

イ：男女の人間関係の育成に必要な内容、

①男女の相互理解についての内容 ②人間関

係の基礎的内容 ③男女の人間関係に関する

内容 ④特定の異性との交際に関する内容

ウ：家族や社会の一員として必要な性に関

する内容、①性役割 ②性情報 ③性の被害

・加害 ④エイズ・性感染症 ⑤その他（性

と文化や性と人権など）が挙げられている。

このような内容を各学校で教育課程の中に

位置づけ実践していくためには、それぞれの

地域の実態を把握することが重要である。

国会や都議会で学校における性教育のあり

方が取り上げられ議論されている中で、 年3
ごとに行われてきた「東京都幼・小・中・高

・心性教育研究会」の実態調査は実施が危ぶ

まれたが、各校種の先生方の協力により実施

することが出来た。

様々なプレッシャーの中で、この実態調査

の意義を理解し、協力していただいた高校の

先生方、管理職の皆様に感謝する次第です。

実態調査の内容は、大まかに分けると①性

自認と性受容 ②男女の人間関係 ③性交行

。動 ④性情報 ⑤男女交際と規範意識である

本研究会では、今年度この調査を活用して

多角的な分析を行い、東京における高等学校

の性教育のあり方、方向性といったものを研

究していく予定である。性指導と性教育を区

別する視点も必要と考えられる。

多くの先生方の参加によって、様々な観点

からこの調査の分析が行われ、東京の教育に

生かされることを期待している。
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活動報告

１．総会

平成１６年 月１４日（金）5
神楽坂エミール

（１）平成１５年度事業報告、会計報告と承認

平成１６年度役員改選

平成１６年度事業計画、予算承認

（２）講演 「 感染の予防」HIV
講師：根岸 昌功先生

（都立駒込病院 感染症科部長）

２．役員会・理事会

４月２３日（金） 都立武蔵高校

＊総会の諸準備など

９月２７日（月） 都立一橋高校

＊実態調査についてなど

１０月１５日（金） 都立国際高校

＊実態調査についてなど

１２月１４日（火） 都立科学技術高校

＊実態調査についてなど

２月１０日（木） 都立両国高校

＊今年度の総括及び次年度の課題設定など

３月１２日（土） 都立両国高校

＊今年度の総括及び次年度の課題設定など

３．研究活動

４月２３日（金） 都立武蔵高校

研究協議会

＊今年度の活動、行事予定について

＊研究紀要誌について

７月 ９日（金） 都立国際高校

研究協議会

＊「学校における性教育の推進」について

１月１４日（金） 都立工芸高校

講演会

＊「中・高校生の性に関する問題行動の現

状と課題」

～電話相談の窓口から～

講師：千葉 葉子警部

（警視庁少年育成課少年相談係長）

２月 ７日（金） 都立東高校

研究授業

＊１学年保健 「 感染の予防」HIV
授業者：大庭 千世子先生

（都立東高校 教諭）

江東区保健相談所予防課保健師

２月１０日（土） 都立両国高校

研究協議会

＊「実態調査結果の考察」について

３月１２日（土） 都立志村高校

研究協議会

＊今年度のまとめと次年度の課題設定

＊「実態調査結果の考察」について

４．大会参加

８月 ３日（水）～７日（金） 山口市

第３４回全国性教育研究大会

＊全体会及び分科会に参加

８月２７日（金） 千葉市

第１３回関東甲信越静性教育大会

＊全体会及び分科会に参加

文責 井谷 享
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東京都高等学校性教育研究会 講演会

１． 日時、 平成１７年１月１４日（金）

２． 場所、 都立工芸高等学校

３． 演題 「中・高校生の性に関する問題、

行動の現状と課題」

・・・電話相談の窓口から・・・

講師 倉田 葉子 警部

（警視庁少年育成課少年相談係長）

＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

（ ）、 、去る１月１４日 金 午後２時４５分より

平成１７年度における高性研の第２回目の講

演会が開催されました。今回は警視庁少年育

成課少年相談係長の倉田警部をお招きし「中

・高校生の性に関する問題行動と課題」電話

相談の窓口からの演題で話されました。参加

者は、中学校・高等学校・養護学校・一般学

生の５２名が参加し、中身の濃い話しを聞く

事が出来ました。また、最後に警視庁が製作

した携帯電話の出会い系サイトの指導ビデオ

を見る事が出来ました。

内容について以下の通りです。

（１）深刻化する少年非行情勢と犯罪被害平

成１５年の刑法犯の認知件数は約２７９万件

（ 戦後最多を記録した昨年に比べると、約、

６万件減少しました。)検挙人数は約３８万人

となっています。一方、刑法犯少年検挙人員

、 、は 平成１３年から３年連続で増加しており

成人を含めた刑法犯総検挙人員に占める少年

の割合は約４割となっています。また、人口

、 ．千人当たりの検挙人員をみると 少年は１７

５と、ここ数年増加を続けており、戦後最高

。の昭和５０年代の後半の水準に近付きました

最近、出会い系サイトを利用した少年犯罪

被害が深刻化しています。特に出会系いサイ

。トを使用した児童買春事件が増加しています

｛ 出会い系サイト等の有害環境 ｝

平成１５年９月から「インターネット異性

紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規

制等に関する法律 」が施行されています。こ

の法律は、インターネット異性紹介事業の利

用に起因する児童買春その他の犯罪から児童

を保護し、児童の健全育成を図る事を目的と

しています。

規制の対象となる「インターネット異性紹

介事業」の定義とは、異性交際を希望する者

の求めに応じて、その異性交際に関する情報

をインターネットを利用して誰でも閲覧出来

る状態にしてこれを伝達し、この伝達を受け

た異性交際希望者が電子メール等を利用して

相互に連絡ができるようにする役務を提供す

る事業をいいます。

＊ 法律では、次の行為を禁止しています。

（ａ）児童（１８歳未満の者をいう）を性交

等の相手方となるように誘引すること。

例・ 女子中学生で僕とＨしてくれる人い「

ますか」

（ｂ）対償を供与することを示して、児童を

異性交際の相手方とやるように誘引すること

例・ 女子中学生で３万円で会ってくれる「

人いませんか」

（ｃ）人（児童を除く）を児童との性交など

相手方となるように誘引すること。

例・ 女子中学生とＨしたいおじさんいま「

せんか」

（ｄ）対償を受けることを示して、人を児童

との異性交際の相手方となるように誘引する

こと。

例・ ３万円くれればデートしてもいいよ」「
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＊ 児童の利用防止措置

インターネット異性紹介事業者は、当該事業

について広告又は宣伝をするときは、児童が

利用してはならない旨を伝達しなければなり

ません。

＊ 保護者等の責務

児童の保護者等は、児童によるインターネ

ット異性紹介事業者の使用を防止するために

必要な措置を講ずるよう努めなければなりま

せん。

＊ インターネット上の有害環境の問題

インターネット上には少年に有害な影を与

える残酷な暴力シーンや過激な性描写を含む

コンテンツが氾濫いています。警察では、関

係機関と連携をとりながら、有害なコンテン

、ツに少年がアクセスできないようにするため

フィルタリングシステムの普及に向けた広報

啓発活動を推進しています。

＊ テレホンクラブ営業・出会系サイトの問題

テレホンクラブや出会い系サイト等は、見

知らぬ者同士がおたがいの名前も知らないま

ま交際の機会を得る特徴がありますが、少年

がこの特徴を利用した犯罪の実態をよく理解

していなかったことや、好奇心等から児童買

、 、 。春 暴行 脅迫等の被害に遭う状況みられる

、 、警察では 学校等関係機関と連携をとりつつ

これらの利用に係る犯罪被害の実態や児童及

び保護者等が被害を防止するために注意すべ

、き事項についての広報啓発活動を行うと共に

事業者等に対する指導・協力要請や関係法令

。に基づく取り締まりを積極的に行っています

＊ その他の問題

警察では少年に有害な影響を与える情報を

含む雑誌やビデオ、深夜に少年のたまり場と

なりやすいカラオケボックス、ゲームセンタ

ー等に対し、関係機関・団体や地域住民と連

携して不良行為の防止等のための自主的措置

の働き掛けを行う。

以上、倉田葉子警部の講演を聞く事により、

有意義な時間を過ごすことができた。また、

現場で働く私たちに、ひとつの提言をいただ

くことが出来ました。

文責 高梨 昭
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第３４回全国性教育研究大会報告

１．全国性教育研究大会概要

日時 平成１６年８月４日（水）～

８月６日（金）

※８月３日にプレコングレス開催

場所 山口県・山口市民会館他

〈第１日〉８月４日（水）全体会２．

( )講 演1
「ヘルスプロモーションスキル」

講師 神戸大学発達科学部教授 石川 哲也

ヘルスプロモーション（健康の保持増進

のための戦略）とライフスキルを合わせた

語ということで、性教育も未成年者の健康

に関するさまざまな危険行動を回避・改善

するのための教育として包括的に行うべき

との提言があった。また、イギリスの学校

での性教育の紹介があり、大変参考になっ

た。現在、イギリスの学校教育における性

教育は『 （以Sex and Relationship Education』
下、ＳＲＥと略する）を基にして設定され

ている。このＳＲＥは「態度と価値観 「人」

格的・社会的スキル 「知識と理解」を主」

な要素としていて、ＳＲＥが実施されるこ

とによりライフスキルの形成が進められて

いるとの報告があった。

( )パネルディスカッション2
「性教育を定着させるには、これから何が

必要か」

コーディネーター 田能村祐麒

パネラー 久保 明子

三浦 康男

市場 尚文

山口 義人

性教育が定着しない原因として、各学校

における性教育の年間指導計画（全体計画）

がないことや、教職員間での共通理解が図れ

ていないこと、家庭や専門機関等との連携体

制が整っていないことなどがあげられた。教

育活動全体を通じた計画的・系統的・組織的

な性教育の必要性を感じた。

講 演(3)

「命きらめく －中原中也の詩の原点－」

講師 中原中也記念館館長 福田百合子

大会開催地にちなみ、地元の出身で日本

近代の代表的詩人である中原中也の詩を 生「

と性」の視点から解説し、作品の原点は恋

人や家族との生活、そしてその命や死にあ

ったという。生きること、命をいとおしむ

ということと「性」との自然なつながりを

文学の中で感じることができた。その中で

紹介されていた初期の短歌を一つあげてお

く。

「限もなき 空の真下の木の下に伏して

胸苦し何が胸苦しきか」

〈第２日〉８月５日（木）講義・分科会３．

( )講 義1
「人間関係の発達と性教育」

講師 新潟大学人間科学部教授 皆川 興榮

人は生涯を通じて様々な人間関係を経験

するが、各発達段階に応じたスキルトレー

ニングが性教育においても重要であり、効

果的なコミュニケーション能力やセルフエ

スティーム（自分を愛する心理）の獲得の

ためにも、学校教育の中に「人間関係スキ

ルトレーニング」を含めた 性教育プログ

ラムを実践する必要があるという。性教育

に限定しない、豊かな人間関係のためのス

キルトレーニングについて、さらに学習し

たいと思った。
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( )分科会（第５分科会に参加）2
「高等学校における性教育の計画と実践・

評価を考える」

提案１ 山口県立奈古高等学校

養護教諭 梅地 智子

提案２ 私立聖心女子高等学校

生物教諭 秋山 繁治

助言者 千葉大学

名誉教授 武田 敏

提案１では、保健室での取り組みを中心

に、学校全体への協力・連携の呼びかけや

保護者との面接など、生徒を養育者全員で

応援していく体制作りについて紹介した。

今後の課題として学校の中だけでなく、外

部の関係機関をも巻き込んだ性教育環境を

整える必要性を感じているとのことであっ

たが 「性教育コーディネーター」の設置、

という発想は新鮮であった。

提案２は、総合的な学習の時間として設

定している発展科目の一つ 「生命」の授、

業の紹介であった 「性」について学ぶこ。

とから出発し、人にはいろいろな考え方が

あることを知り、生徒がどのように生きる

かを再考してもらうというものである 「生。

命」を様々な視点からとらえ、生物学、医

学、心理学、美術や情報教育の分野まで総

合的に学ぶというこの授業内容は非常に学

ぶ点が多かった。

提案を受け、分科会参加者の情報交換を

行ったが、全国的に見ても性教育の取り組

みはまだ課題が多く、校内においても足並

みが揃わないという声が多かった。また、

同じ高等学校でも生徒の状況や立場によっ

、 、て状況は異なり 直面する問題も違うため

それぞれの意見を参考に性教育の全体的な

枠組みを考えることの重要性を改めて感じ

た。

助言では 「リフレーミング」という理、

論が紹介された。物事の認知の枠組みを変

える展開のことであるが、これにより様々

な効果が期待されるという。また、科学的

な分析・証明から人間の行動を説明するこ

ともできるようになってきており、必要に

応じて新しい情報を生徒に与えることも必

要であるという説明には共感を覚えた。

※その他の分科会

第１分科会 幼児期の性教育

第２分科会 小学校低学年における性教育

第３分科会 小学校高学年における性教育

第４分科会 中学校における性教育

障害児の性教育第６分科会

第７分科会 性の逸脱（問題）行動と性教育

第８分科会 性教育と性感染症

第９分科会 性教育における学校･家庭･地域の連携

第 分科会 性の相談活動の今日的課題10

第 分科会 中高年者の性11

４ 〈第３日〉８月６日（金）全体会．

( )特別講演1
「世界の性の現状と展望」

講師 前ハワイ大学教授

ミルトン・ダイアモンド

世界各国の性教育の状況や性の歴史・文

化について、多くの写真資料を見ることが

できた。日本でも古くから「性」に関する

資料は身近にあり、様々な場面で扱われて

きた。それを現在の情報社会においてどう

活用していくか、またそれらをどう捉えど

う伝えていくか。多面的な性の見方・考え

方が必要になってきていることをより強く

実感することができたと思う。

今回の講演の中で後に示す「ダイヤモン

ド流性教育の約束」が特に心に残った。日

本語訳は同時通訳のものではなく筆者が後

で付けたものであるので、多少異なる点や

意訳している部分もあるが、ご容赦願いた

い。我々も教育者として再度このことにつ

いて考え行動していかなくてはならないと

感じた。
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５．まとめ

今回の研究大会全体を通じて得たものと

しては 「性教育」を独立した教育活動と、

して捉えるのではなく、その発達段階に応

じた教育活動全体を通して 様々な形態 授、 （

業・ ・生活指導・個別相談等 手法 講LHR ）、 （

義・ケーススタディ・ディベート・ワーク

シート等 、指導者（教科 担当・ 担任） HR
・養護教諭・外部講師等）で包括的に行っ

ていくことの重要性である。

個々の問題行動への対応など必要に応じ

て個別で行うものもあるが、集団に対して

は全体をまとめるコーディネーターあるい

はプロジェクトチームのような組織が必要

になってくると思われる。

本校におけるプロジェクトチームでも、

完成年度を迎えた今年、教科・分掌を中心

に枠組みを固めたいと考えている。まずは

各教科、総合的な学習の時間の指導内容を

確認し、保健指導・生活指導との関連を検

討するところから始めたい。

性教育は健康教育の一部でもあり、人権

教育の一部でもある。また各ライフステー

ジごとに必要な課題であり、生涯を通じた

命の教育である。本校の実態に見合ったプ

ログラムの作成を早急に進め、生徒たちの

。今とこれからに役立ててもらいたいと思う

文責 榎 茂喜

渡邉志織

Diamond's Rules of Sex Education
1 There is no fact without an accompanying

attitude.
2 We teach in generalities but the student thinks

personally.
3 We must always keep in mind the difference

between what might be, what should be, what
could be and what is.

ダイヤモンド流 性教育の約束

１ 態度が伴わなければ事実では無い。

２ 我々は一般論として教えるが、生徒は

個人的に考える。

３ 我々は、そうかも知れない事とすべき

事とできる事そしてそれは何であるか、

の違いをいつでも気にとめておく必要が

ある。
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第１４回関東甲信越静性教育研究大会報告 

 

日 時 平成１６年８月２７日（金） 

会 場 千葉県教育会館 大ホール他 

テーマ 今日的コミュニケーションに対応

する性教育 

    － 計画的連帯の進め方 － 

＜基調講演＞ 

講師田能村祐麒先生による「学校におけ

る性教育の内容の選択と構造化」について

お話を伺う。教育とは社会生活に備わって

いる根本機能の一つ。社会生活のあるとこ

ろにはすべて教育機能が存在しており、営

む場によって家庭教育、学校教育、社会教

育、職場教育などと称されそれぞれの場の

特性がある。学校教育は、教師が他人の子

に対して一定期間、集団的、個別的に教育

を行う。このため教師の個人的な見解や意

図によって自由に教育されることは許され

ない。 

このような中で、「人間の性は人格の中

心に組み込まれている本質的な条件の一

つ」（カーケンダール）と考えると、教育

基本法にいう人格の完成には人間の性の教

育を欠くことができないというだけでなく、

それが重要であるということができる。そ

こで、幼稚園から高等学校卒業までの一貫

性や系統性を考慮した各校種間に共通する

目標を明らかにしておく必要がある。 

目標を設定し、さらにその目標の具体化

にあたり２つの観点から行う必要がある。

１つは、児童生徒の発達段階の特徴や性的

な発達課題、さらには児童生徒の性意識・

性行動などからとらえられる児童生徒の

ニーズやウオンツに基づく学習のねらいの

設定。他の１つは学校の性教育に対する家

庭や社会の要請・期待などから必要と考え

る学習のねらいや目標である。 

性教育の学習内容はこれらの目標やねら

いに基づいて選択・構成する必要がある。

ということから、学習内容の選択について、

さらに学習内容の構造化、学習課程（指導

課程）の工夫、学習形態の工夫、教材教具

の使用について等具体的な内容のお話があ

り、一部の性教育バッシングの件を考える

上でも大変有意義であった。 

＜講演Ⅰ＞ 

講師富里市立富里南小学校長高橋信彦先

生による「子供に夢と希望を伝える」－学

校における性教育をとおして－ 

今おかれている子どもたちの現状、子供

は本来夢と希望を持っている存在と考える。

そのような中で、四街道市立南小学校と四

街道市立千代田中学校での性教育の実線の

様子、子どもたちの学習活動から見えるも

の等具体的なお話であった。 

最後にご自身の学校長としての立場、さ

らに親としての立場から学校における性教

育に期待するものとして、生き方は伝承さ

れるものであり教師の生き様、親の生き様

を含め、人としての生き方を学び考えられ

るような性教育をしていきたい。とのお話

に我が身の生き方はどうなのかとふと考え

させられた。 

＜講演Ⅱ＞ 

講師千葉大名誉教授武田敏先生より「２

１世紀の性教育課題と新しい性教育技法の

開発」－ライフスキル教育の進展－ 

性教育の鍵とされている自他の関連と、

その場の状況を判断し、性に関する適切な

行動を意志決定、選択できる能力を養うと

いう目的のためにＷＨＯの提示した５ペア、
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１０項目のライフスキルを理解し、実践で

きるプログラムを推進する必要がある。１

０項目を小学生にも理解できる言葉で私が

解説したものを紹介する。児童にスキル名

を教える必要はない。内容を示し、実践プ

ランを考えさせ、実践に導く。実践を可能

にするためのライフスキル教育では、ロー

ルプレイング、ゲーム、シュミレーション、

プレーンストーミング、ディスカッション、

シェアリング等の手法を取り入れ、楽しい

雰囲気で学んで行く。欧米で開発された上

記の教育技法を導入し授業で使いこなすこ

とが教師に求められている。等々、スキル

教育についていかに重要であるかを再認識

させられた。 

○ＷＨＯライフスキル１０項目 低年齢

から学ぶための平易な解説（武田） 

１）自己認知スキル 

 自分で自分のことがわかるようになる。

「ところが自分はどうなのだろうか」と

考え、気づくことができる。自分に自信

をもって生きて行ける。 

２）共感スキル 

 相手に対し思いやりの気持ちをもてる

ようになる。相手の気持ちになって感じ、

考えることができる。 

３）コミュニケーションスキル 

 相手の話をよく聞き、自分の思ってい

ることを相手によく伝えることができる。 

４）対人関係スキル 

 それぞれの人に対し、自分がどうすれ

ばよいかがわかり、仲よくやって行くこ

とができる。 

５）創造的思考スキル 

 よりよいものを作り出す方向に、物事

がうまくまとまって行くように、考えを

進めてゆくことができる。 

６）批判的思考スキル 

 人の話や書かれてあることを、そのま

ま受け取らない。本当にそうなのかな、

本当にそれが正しいのかと自分の頭でよ

く考えることができる。 

７）意思決定スキル 

 自分でよく考え、一番よいものを選ぶ

ことができる。色々なものをよく比べ、

これがよいと決めることができる。 

８）問題解決スキル 

 日常出てくる色々な問題に対しどうす

ればよいか、よく考え、工夫して、自分

の力で問題を解くことができる。 

９）情動対処スキル 

 自分の怒りや悲しみ、驚きに負けない。

本当の喜びや楽しさを体験できる。 

10）ストレス対処スキル 

 気になることや悩みに負けない。気晴

らしをすることができ、気楽な気持ちで、

元気に毎日を生きて行くことができる。 

＜分科会＞ 

3 講師の講演の後は 6 つの分科会にわかれ、

提案をもとに熱心な討議がされた。 

第１分科会「最近の出来事を例にして命の 

     大切さを学ぶ」 

第２分科会「性感染症に対する今日的予防 

     教育」 

第３分科会「妊娠をうち明けられたとき」 

第４分科会「性教育で行き過ぎとはどうい 

     うことか」 

第５分科会「発達段階に応じてジェンダー 

     意識を高めるためには」 

第６分科会「出会い系サイトに関わる性の 

     リスクを防止するには」 

            （文責 柳瀬） 
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都性研主催第３回 性教育特別研修会

特別研修会は都教育委員会の後援を受け、

平成 年７月 ・ 日、都立工芸高校にお16 26 27
いて、公立・私立学校並びに幼稚園の教職員

・学校関係者を対象に実施されました。

性に対する意識や価値観が多様化し、情報

通信機器の発達普及もある中で、児童･生徒は

低年齢の段階から性に対する関心が高まり性

行動が活発化し、性の問題行動や性被害が大

きな社会問題となっています。

そこで各学校が性教育に取り組む過程で生

ずる課題や教師の指導上の悩みなどを話し合

い、今後の性教育の学習活動に生かせるよう

互いに学び合う機会として各校種ごとの討論

会形式は大変意義深い企画であった。

Ⅰ研修内容

１日目（ ）7/26
、 「 」１ 講演 東京都が抱える諸問題とその対策

講師 都教委指導主事 鯨岡 廣隆氏

、 「 」２ 分科会 各学校の性教育実践上の諸問題

現場の声を出し合い、問題点や課題を明ら

かにする（各校種ごと）

３、講演「 性教育の授業の組立て方と問題

点」

講師 全性連理事長 田能村祐麒 氏

２日目（ ）7/27
、 「 」４ 発表 性教育の年間指導計画と実践報告

江戸川区立平井小学校教諭 内野宏史

あきる野市立東中学校養護教諭 田中祐子

都立世田谷泉高校教諭 榎 茂喜

５、講 演「ＨＩＶ感染（エイズ）の予防」

ーーＨＩＶ感染･ＡＩＤＳの最新情報ーー

講師 都立駒込病院部長 根岸 昌功 氏

Ⅱ「報告」 参加者 １１８名 （２日間）

★「参加者アンケート回答」

今回の各企画についての評価

、 「 」１ 講演 東京都が抱える諸問題とその対策

53.3%「大変良かったと良かった」

46.7%「普通、やや不満足、不満足」

、 「 」２ 分科会 各学校の性教育実践上の諸問題

％「大変良かったと良かった」 60.0
40.0%「普通、やや不満足、不満足」

、 「 」３ 講演 性教育の授業の組立て方と問題点

73.3%「大変良かったと良かった」

26.7%「普通、やや不満足、不満足」

、 「 」４ 発表 性教育の年間指導計画と実践報告

78.5%「大変良かったと良かった」

21.5%「普通、やや不満足、不満足」

、 「 」５ 講演 ＨＩＶ感染・ＡＩＤＳの最新情報

94.4%「大変良かったと良かった」

5.6%「普通、やや不満足、不満足」

６、研修会についての自由意見・要望

①都教委の求める「学校における性教育」

を理解できた。今後に生かしていきたい。

②手引き書のもう一歩踏み込んだ話が聞き

たかった。③各学校の現状や取り組み方が

分かり勉強になった。④公教育における性

教育の基本的な考え方が勉強できた。⑤性

、 。教育とは 何かを改めて考える場となった

⑥授業の組み立て方を学ぶことが出来て大

変有意義でした。⑦古い考え方をもってい

、 。たが 本日の講演で新たな考え方になった

⑧とても意義深い話で 感染の現場にHIV
立たれている先生の苦労がよく分かった。

⑨心を育てること。偏見・差別について理

解していくことが大切だと感じた。⑩他の

に関する講演と異なる視点の話でとAIDS
てもよかった。⑪とても充実した内容で都

指導部の講演や の最新情報など貴重AIDS
な研修でした。⑫このような研修会に多く

の先生方が参加するとよかった。

以上から内容などは良かったことが分かっ

た。もう少し都性研として系統的、総合的に

継続していくことが重要なこと読みとれる。

Ⅲ 来年に向けて

夏季休業中の学校行事と重なり参加者が少

なかったが 「大変よかった」との意見が多、

く、来年度は、都性研「性教育研修会」とし

て実施する方向で検討することになった。

文責 小泉 功
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東京都性教育研究会宿泊研修会報告

（ ） （ ）期日：平成１７年１月２９日 土 ～３０日 日

場所：箱根仙石原

講演：田能村 祐麒先生

（田能村教育問題研究所長）

テーマ：学校における「性教育」とは

「性教育」という言葉は、子どもの教育にか

、 「 」かわる誰もが口にするが その場合人間の 性

をどうとらえているか 「教育」についてどう考、

えているかなどによって、その言葉の意味や内

容が異なり、その有り様も違ってくる。したが

って最も基本的な事項として次のことを理解し

ておく必要がある。

（１）人間に「性」とは

「 」 、 、古い時代には 性 を男と女 雄と雌の区別

あるいは性器やそれにかかわる行動のことと考

えていた。またそのころには、それぞれの社会

、体制や機構に根ざした性についての規制があり

性の問題を研究することにも大きな制約があっ

た。しかし１８世紀になると、科学技術の進歩

や産業・経済の発達がもたらした社会の近代化

によって、個人の意識や行動に対する社会的規

制が弱まり、個人の判断が尊重されるようにな

った。それに伴って古い時代の性に対する習慣

的な考え方やタブーが崩壊し、人間の性行動や

それを支配する条件うぃ解明しようとする「性

科学」や人間関係論が発達した。その結果、１

８世紀になって人間の性の多様さや複雑さが次

第に究明され、人間の性を古い時代の概念に限

定することができなくなり、セクシュアリティ

ー（ ）という概念が生じた。その契機Sexuality
となったのは、 年の （アメリカ性1964 SIECUS
情報・教育評議会）の創設であった。その中心

メンバーであったカーケンダールは次のように

述べている 「セックスとは身体部分やそれにか。

かわる行動の総称として考えてきたが、セクシ

ュアリティーとは人格と人格との触れ合いのす

べてを包含するような幅の広い性概念で、人間

の身体の一部としての性器や性行動のほか、他

人との人間的なつながりや愛情・友情・融和間

・思いやり・包容力などおよそ人間関係におけ

る社会的、心理的側面やその背景にある生育環

境などもすべて含まれる」と述べている （現代。

1972性教育研究 創刊号・日本性教育協会

年）

また 「性とは人間の身体的・物理的側面にか、

、かわる機能や行動を意味する名称にとどまらず

人格の中心的部分に組み込まれる本質的条件の

一つである。子どもを含めて、人が男性である

か女性であるかという事実は、本人の人生観、

、 、 、 、行動様式 思考パターン 社会的 職業的活動

友人の選択、服装、言語などに関して著しい差

異を生じせしめるが、これは人生にとってまさ

に決定的な要因となる」と述べている （現代性。

教育研究）２号 年）1972
さらに、セクシュアリティーという概念を形

づくっている下位の概念として次のような概念

があげられている （ 人間の性」アメリカ医師。「

会編、出版科学総合研究所発行 昭和 年）55

＜性の構造＞

ア 生物学的性（体の性 ）sex
○遺伝子の性 染色体の性 性腺の性 性ホ

ルモン 内性器の性 外性器の性 脳の性

などのレベルがある

○インターセックス（間性 ）intersex
生物的に男性・女性の特性を併せもつ身体

状態またはそのような人

イ 社会的・文化的性

○性役割 生後、成長の過程で後天的に身に

つけていく性

○性別表現 服装など男女どちらの表現をと

るかということ

○性自認 自分の性別をどのように認識して

いるかということ

ウ 性的志向性 自分は性的にどういう存在に

ひかれかということ
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○異性にひかれる

○同性にひかれる

○両性にひかれる

（２）教育の機能と教育の場の特性

教育は本来社会生活にそなわっている根本機

能の一つであって、およそ社会生活があるとこ

ろにはすべて教育の機能が存在しているが、現

代においては学校が教育の機能として大きな力

を持っているため、学校で行われている教育を

もって教育と考えられがちである。しかし、人

、 、間が社会生活を営む場のすべて たとえば家庭

地域社会、職場などのそれぞれに教育の機能が

、 、 、 、存在しており 家庭教育 学校教育 社会教育

職場教育などといわれている。したがって性を

セクシュアリティーという幅広い概念でとらえ

るならば、これらのいずれの場の教育において

も性の教育が含まれていると考えられる。しか

しそれらは教育の場によって次のような特性が

ある。

ア 家庭教育の特性

家庭では多くの場合、親が自分の子に対して

親の自由な意図で教育を行い（親に代わって保

護者が行う場合もある 、子どもの人格の基礎を）

育てていくと同時に、子どもは親が意識するか

しないかにかかわらず、親や他の家族との生活

の中で、人格の基礎を学んでいく。その子ども

が学校に通うようになっても家庭での教育は続

けられていくし、成人に達してからも教育が行

われることもある。

たとえば、子どもの性についていえば、生ま

れた時に判断された性徴によって男か女として

扱われる。その場合、単なる生物的な男か女と

してだけでなく、心理的、文化的、社会的な意

。味を含んだ性別による接し方やしつけをされる

子どもはそうした扱いを受けいれて、自分が一

方の性に属し、他の性に属していないことを知

り、さらに自分は男である、女であるといった

性別意識をもつようになり、それによって自分

や他人を認知し、性別の行動を学んでいく。そ

の結果、自分が男であるか女であるかという事

実やそれをどう受けとめていくかによって、服

装の傾向、言葉づかい、友人の選択、物事の感

じ方、行動様式、人生観や社会的・職業的な活

動などに著しい差異が生じる。

このように家庭では子どもに対して、乳幼児

、の頃から性に関するしつけや教育を行っており

子どもは親や周囲の者を男性または女性のモデ

ルとして性に関する学習をしており、それは子

。どもが通学するようになっても継続されていく

また家庭は人間関係の基礎づくりとしても重

要な役割をもっている。人間関係を築いていく

ためには、乳幼児の母子間のアタッチメントが

大きく影響しており、他人にはたらきかける積

極性、自分の考えや感情を相手にわかるように

伝える能力、相手の話を聞く態度、欲求や考え

の相違を調節する能力、さらには他人に対する

思いやりや優しさなどが必要であるが、これら

のことは乳幼児期からの家庭生活の中でその基

礎が養われ、幼稚園や保育所や学校での人間関

係が問題になってくる。このような子どもの人

間関係の発達に応じて、親の適切な指導や援助

が必要である。このことが性行為に対する賢明

な判断力や意志決定の能力を養うことにつなが

り、性感染症やＨＩＶの感染予防やエイズによ

る偏見・差別を払拭していくうえでも必要なこ

とである。

さらに、子どもたちは低学年の段階から、教

師によるフォーマルな性情報だけでなく、友人

やマスメディア等による大量のインフォーマル

な性情報に接し、様々な影響を受けながら成長

していく。その過程で親に質問するようなこと

も少なくない。このため親は様々な性情報をど

のように受けとめて子どもに接していくかとい

うことが問題になる。

これらのことから、家庭教育では親の性に対

する意識や価値観、さらには子どもにとって男

性または女性のモデルとしての生き方などが問

われることになる。
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イ 学校教育の特性

学校は教師が他人の子どもである男女の集団

あるいは個人に対して教育を行う。このため、

教師の個人的な意識や見解によって自由に教育

活動を行うことは許されない。学校教育は、教

育課程に基づいて展開される学習指導を中心と

した教育活動（授業）と学校生活全体を通して

行われる性の指導の両面の教育作用が統合され

て成立しており、教育基本法に示された学校教

育の目的や学校教育法に定められた小・中・高

等学校の目的や目標を達成するために、学校教

育法施行規則に基づき、教科、道徳（高校を除

く 、特別活動及び総合的な学習の時間をもって）

教育課程を編成して教育活動を実施しなければ

ならない。この場合、教育課程の基準として文

部科学大臣が別に公示する学習指導要領による

と定められている。このため学校が性教育を実

施するためには、学習指導要領に基づき、その

指導計画を作成して教育課程に位置づけておく

必要がある。

この場合、学校の教育内容は様々な学問分野

を基礎にして構成されており、それぞれの学問

、分野に性に関する内容が含まれていることから

学校の教育課程を構成する各教科・領域の内容

に必然的に性に関する内容が包含されていると

いうことができる。

しかし学習指導要領には、教科・領域の内容

として「性」に関する事項が示されているもの

の「性教育」については記述されていない。こ

のために学校が性教育を実施するためには 「学、

校における性教育の考え方・進め方 （文部省」

平成 年）を参考にして、学校が行う性教育と11
はどのような教育活動か、なぜそのような教育

活動が必要か、それを実施する法的根拠はどこ

にあるかなどについて、教師間の共通理解を図

るとともに、その計画や実施について保護者の

理解を得ておくことが必要である。このことは

わが国の義務教育では児童生徒や保護者の自由

意志で授業に出席しないといったことは許され

ていないことから一層重要であり、場合によっ

ては他の学習を選択できるようにするなどの配

慮や対策が必要である。

なお、最近性教育の授業について教材・教具

の使用が問題となっているが、このことについ

ては地方教育行政の組織及び運営に関する法律

第 条２によって教育委員会は「学校における33
教科書以外の教材の使用について、あらかじめ

教育委員会に届けださせ、または教育委員会の

承認を受けさせることとする定めを設ける」と

あり、これによって各教育委員会は、学校管理

運営に関する規則に教材の使用に関する条文が

定められている。

ウ 地域教育の特性

社会教育では、社会教育を「学校教育法に基

づき、学校の教育課程として行われる教育を除

き、主として青少年及び成人に対して行われる

組織的な教育活動（体育及びレクリエーション

の活動を含む）をいう （社会教育法第２条）と」

あり、地域社会では行政機関や保健医療機関、

民間団体等が住民のニーズに応じて様々な学習

の場や機会を提供したり、住民対する啓発活動

などを行っている。また地域社会では住民の自

発的な学習グループやサークルが存在したり、

図書館等の公共施設を利用した個人的な学習や

研究活動が存在している。

エ 職場教育

企業主が営利を目的にして従業員の意識改革

や人材開発を行うために教育を行ったり、従業

。員やその家族のためには教育を行う場合がある

また従業員の自発的な学習活動も存在する。

、 、このような教育の機能は 人間の生涯を通じ

あるいは人生の各段階において、様々な場面で

の教育の統合といったことが望まれており、性

教育に関しても家庭・学校・地域との連携が求

められている。

文責 井谷 享
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公開授業 実践報告 

  保健体育「感染症とその予防」 

1. 公開授業概要 

 日 時 平成１７年２月７日（月） 

     ５時限（13:20～14:10） 

 場 所 都立東高等学校 

        しおさいホール 

 授業者 保健体育教諭 大庭千世子 

     江東区城東南部保健相談所 

     保健師 斉藤マチ子，中西尚子 

      （ティーム・ティーチング） 

 クラス １年Ｄ組男子 20名，女子 21名 

 

2. 本時に至るまでの経過 

 単元「感染症とその予防」・・・５時間 

 １時間・・・(1)感染症によって発症す

る病気で知っている病気をあげる。 

  (2)自分が「うつったら怖い」と感じて

いる病気はどんなものがあるか？どうい

うことが怖いか？どうしたら防ぐことが

できるか？ 

 (3)感染する病気を予防するために行わ

れていることはどんなことがあるか？ 

 ２時間・・・(4)感染症の異変とは・・ 

 感染症予防のために行われてきたこと 

 (5)感染症の新たな問題とは・・につい

て 

  新興感染症・再興感染症・院内感染症 

 ３時間・・・（本時） 

 ４時間・・・(6)感染症予防法 

(7)感染症予防対策 

 ５時間・・・まとめ 

 

3. 本時の指導計画 

 （１）テーマ 

「自分を守ることは相手を守ること」  

～性感染症（ＳＴＩ・ＨＩＶ/ＡＩＤＳ） 

の予防～ 

（２）テーマの設定理由 

 1980年代前半に、日本で初めてエイズ 

報道がされてからすでに約２０年経過した。 

過度ともいえる一時のエイズ報道に比べる

と、現在のマスメディアにおけるＨＩＶ/ 

ＡＩＤＳに関する報道は、ごくわずかで

あり関心が薄れてきている。しかし、世界

ではＨＩＶ/ＡＩＤＳの感染者は少しも減

ることはなく増加している。中でも、日本

の感染者数はまだ少ないとはいえ、先進国

の 

中で唯一ＨＩＶ/ＡＩＤＳ感染者が増加し

続けている国になってしまっている。特に 

２０～３０歳代で発症して初めて感染に気

づくケースが多く、潜伏期間を考えると 

１０～２０歳代でＨＩＶに感染している

ことになる。また、性行動の低年齢化によ

り高校生の１割が性感染症に罹患している 

との報告もあり早急に予防教育の必要が叫

ばれている。そこで、今後異性と交際する 

上で生徒にＳＴＩ・ＨＩＶ/ＡＩＤＳを理

解し、正しい知識を身についてもらいたい

と考え、本テーマを設定した。ＨＩＶ/ 

ＡＩＤＳおよびＳＴＩをとりまく現状を

知らせるとともに、これらは特別な一部の 

人が感染する病気ではなく、誰でも感染す

る可能性があることに気づかせたい。そし

て性感染症は予防できる病気であり、性を

「人間関係」のこととしてとらえ、自分の

行動や行為が相手にどう響いていくかを考

えさせることで、性の問題に直面したとき

に性の自己決定へつなげさせていきたいと 

考えた。 

 

4. 指導のねらい 

（１）ＳＴＩ・ＨＩＶ/ＡＩＤＳにつ

いて正しい知識を身につけさせ

る。 

（２）ＳＴＩ・ＨＩＶ/ＡＩＤＳの現

状を知ることで、自他との関わ

りを考えて行動することの大切

さを理解させる。 
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５．本時の授業内容  

 学 習 内 容 学 習 活 動 指導上の留意点 備 考 

 

 

導 

 

入 

１．ＨＩＶ/ＡＩＤＳ､ 

ＳＴＩについて復習 

 

 

 

 

 

 

◎チェックリストの正解を 

解説しながら性感染症の知 

や実態を話す。答え合わせ 

をビデオを用いながらすす

める 

『自分を守ることは相手を

守ること』 

◇ ＨＩＶ/AIDS、ＳＴＩ感 

染が拡大する中でどうや 

って自分の体を守り、行動

するべきか伝える。 

 

 

 

 

チェック  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

展 

 

 

 

 

 

 

 

開 

 

２．ＨＩＶ/ＡＩＤＳ 

ＳＴＩとその予防 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．異性間接触による

感染のひろがり 

 

 

 

４．ＨＩＶ/ＡＩＤＳ

の予防 

 

 

 

 

５．性交で感染する病

気（他のＳＴＩ）と予

防 

◎ ＨＩＶ/ＡＩＤＳの基礎 

知識を知る。 

①病原体：ＨＩＶ 

②感染経路：性交 血液 

 母子感染 

③ＨＩＶ/ＡＩＤＳの現状 

④感染から発症まで:感染し

ても潜伏期間があるため知

らないうちに感染を広めて

しまう可能性がある。 

⑤他のＳＴＩ原因と症状 

⑥ＨＩＶ､ＳＴＩの予防と対

策 

◎性交で感染が広まってい

る理由を考える｡特定相手と

の性交のネットワークパ

ターンから感染リスクを知

る｡ 

◎感染経路から予防方法を

考える。①性交(精液・膣分

泌液が体内に入らないよう

にする｡）②血液(他の人の

血に触れない｡自分の血は自

分で始末する｡） 

◎ ＨＩＶ/ＡＩＤＳ性交で 

感染する病気（ＳＴＩ:クラ

ミジア･淋病･コンジローマ

等）があることを知る。 

①ＨＩＶ同様 10～20 歳代で

急増。②完治しない病気も

ある。③病気の特徴などか

ら感染が拡大しやすい。 

◇感染経路は限られていて､ 

日常生活では感染しないこ

とをおさえる。 

◇現在はＡＩＤＳ＝死では

ないが､完治できないので予

防が大切であることを強調

する。 

◇潜伏期間が長いので感染

が広まる可能性が高いこと

に気づかせる。 

◇コンドームがＨＩＶ/Ａ、

ＩＤＳ､ＳＴＩの予防に有効

であることを伝える。 

◇ビデオ終了後ポイントを

確認 

◇自分の感染に気づかない

まま､他の人にうつしてしま

う可能性がある｡これからは

自分で自分の体を守る時代､

予防が重要であることを伝

える。 

 

 

 

◇ＳＴＩはＨＩＶ同様に感

染する可能性があるので､予

防が大切であることを伝え

る。 

◇ＳＴＩにかかっていると

ＨＩＶに感染しやすくな

る。ＳＴＩは完治しないも

のもあることを伝える。 

ビデオ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

プリント 

 

ま 

 

と 

 

め 

６．本時のまとめ ◎ ＳＴＩ､ＨＩＶ/ＡＩＤＳ 

は他人事ではなく､自然に恋

愛する世代に広まる危険性

が高いことを理解する｡自分

の身体にも相手の身体にも

責任を持てるような人間関

係を結ぶことが大切である｡ 

◇本時を振り返りながら、

自分の行動や考え方が自分

の身体を守ることにもつな

がることに気づかせる。 
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６．学習指導上の留意点 

（１）保健師とのＴ・Ｔで行う授業である 

ので事前の打ち合わせを密に実施する。 

（２）使用教材（ビデオ、配布冊子）の選

択を学習のねらいを考え決定する。 

（３）講義にならないで生徒が活動できる

よう資料を活用させる。 

 

７．学習の評価と反省 

（１）感染症の種類・症状が理解できたか。 

（２）感染症の異変・問題点について話し

合いができたか。 

ことができたか。 

（３）性感染症について正しい知識を理解

し、自他とのかかわりのなかで自分

の身体を守ることが他者をも守るこ

とになるということが理解できたか 

（４）感染症の予防と対策についてまとめ 

   る 

（５）まとめたものを自分の考えを発表す

ることができたか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

８．生徒の様子 

今回は保健学習の時間に、保健体育教

諭と保健師との始めての試みでＴ・Ｔ

授業を実施した。 

 生徒たちは、教科書で学習したこと

とは、違った内容に興味を示した。 

性感染症については、誤った知識を身

につけてきた生徒も見受けられたが、 

ビデオと保健師の説明で正しい知識を

理解したようである。 

 今まで口に出して聴くことが恥ずか

しく出来なかった生徒が友達同士 

聞きあったり、説明しあったりしてい

た。 

 まとめの感想にも、もっとこのよう

な学習を受けたいと希望する生徒が多

数みうけられた。 

 

 

＜使用教材＞ 

ビデオ「性感染症とその予防」   

大修館書房 岩室紳也監修 

冊子 いきいき思春期シリーズ２ 

   「エイズを知ろう」岩室紳也著 

   いきいき思春期シリーズ３ 

  「性感染症を知ろう」岩室紳也著 

       ＜文責 林美智子＞ 
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若者の性と薄い規範意識

小泉 功（都高性研顧問）

Ⅰ 薄い規範意識の現状

１ 若者の性の意識と逸脱行動

テレビ画面に映る昨今の成人式での若者の

傍若無人な振る舞いは、日本の将来を任せら

れるにはほど遠い連中である 「規範意識の。

欠如が著しい 「憂うべきは、最低限のルー」

ルさえ守れず、自分勝手に振る舞う若者が増

えている現実である。これまで以上に社会の

規範やルールを教え込まねばならない子ども

たちが増えている 」など、新聞各紙が論じ。

ていた。

新成人に限らず、通学、通勤途中に電車の

中で平気で化粧をしたり、パンをかじりジュ

ースを飲み、終電間近の中では、男女が抱き

合ったままいるし、深夜のアルバイト帰りの

高校生がどぎつい化粧で乗っている。

自転車に乗り携帯をかけながらくわえタバ

コの女子高生など様々な場面で見られる。

その高校生が十年後には、どのような大人

に成長するのか、期待の中に不安が入り交じ

る心境である。

大人として、街のコンビニや電車の中で見

かける高校生の逸脱行動や規範意識を失して

いる姿を見るとき、学校教育で生徒達に行動

の意志決定能力を育てたのかと疑問が残る。

２ 学校では規範意識の育成は無理という

都内高校の生活指導研修会に参加して分か

ったことは、生徒の規範意識に欠けた逸脱行

動に対して教師の反応には年齢差を感じた発

言が多く聞かれた。

① 歩きながら煙草を吸っている高校生

② 登下校中の駅改札口やホームで抱き合っ

ている高校生

③ 修学旅行の車内や部屋で女子生徒の膝枕

で話をしている男子生徒

④ 町中で腰に手を回して歩く男女高校生

⑤ 電車内で卑猥な話を大声でする女子高生

⑥ 空き缶や食べカスを廊下や道端にポイ捨

てする生徒

⑦ しがみつくように乗っている二人乗り自

転車の男女高校生

など、規範意識に欠ける場面に遭遇した場

合、 歳代以上は、 ％が声をかけて注意を50 70
することが多いと言う。

しかし、 歳代以下は、 ％が注意したい40 70
が黙って通りすぎるという。若くなるほど注

意指導する行動はにぶくなる発言が多く、中

学校や高校では規範意識の教育は無理との意

、 。見が大半を占め 不安が残る研修会であった

たしかに、高校において規範意識を教える

のは大変なことだ。それでも目の前の生徒に

諦めずに自分の人生をしっかりと運転できる

ように正義心・公平な態度・思いやる心・う

そはつかないなど教育課程を駆使して指導し

人生を行きぬく基本の免許を与えてほしいも

のである。

３ 地域社会で見た新しい動き

地域社会では学校以上に子どもの逸脱行動

には反応がにぶいといわれる。

隣の「頑固おやじ」や少年時代の「ガキ大

」、 「 」「 」将 我が家の かみなり親父 鬼ババァー

が怖がられた時代は遠くになった。

大人や親たちは自分の子供や近所の子ども

には注意をするが、見ず知らずの子供には何

もしない。今では、身の安全から見て見ぬふ

りだという、しかも、できるだけそばには近

づかないように通りすぎて行く。

そんな大人も、それを口惜しそうに語って

もいた。 そのような現状の中、親が二人とも

働き、一人親の家庭が多いある区では 「す、

くすくスクール」と称する子どもの健全育成

を地域の有能な人材が関わっている実践がみ

られる。

小学生が放課後に過ごす場として地域の学
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校を開放している事業を行っている。

そこでは、遊ばせるだけではなくレクリエ

ーション、運動、いろいろな手づくり教室な

どを地域ボランティアの協力を得て実施して

いる。 そこにはコーディネーターの資格を

持つ指導員がいて、子どもの安全管理に心が

けながら指導監督している。

そこの指導責任者のＹ氏は、５年生のわん

ぱくな児童が最初の頃、言葉が悪く指導員た

ちに逆らい自分勝手に遊具を持ち出し片付け

もせず、また、下級生をいじめたりして言う

ことを聞かなかった。それをゲームや遊びの

中で､指導員たちが下級生を思いやることや助

け合うことを繰り返し指導しつづけた結果、

今では、片づけをするようになり、下級生と

一緒にソフトﾎﾞｰﾙやゲームをやっていると言

う。地道な指導が良かったと笑顔で話してい

た。

「鉄は熱い内に打て」という、児童はやわ

らかな粘土であり､子どものうちに規範意識を

育てていきたいものである。

４ あきらめない大人達

学校の教員が半ばあきらめ気味の生徒指導

に対して、地域の青少年に限らず電車内や街

角で若者に注意をしている大人がいた。まだ

まだ地域の教育力がわずかながら火を燃えし

続けていることに希望がもてる思いである。

① 講演に行く途中、高校生の集団に「電車

の床に座るな」と、嫌煙運動家のＯ氏は注

意している。それでも知らんふりしている

と「恥ずかしいことだぞ」と、耳を貸さな

いジベタリアンどもに膝をぶつけんばかり

に粘り強く指導している。

② 調剤薬局店主のＹ氏は、仲間に喫煙を進

められた中学二年生から相談を受けたがど

のように助言したほうが良いかと相談に来

た。

当然に悪いことはいけないことと､Ｙ氏

が親になったつもりで「私はタバコを吸う

子は嫌いだ。｣と､注意すること、そのよう

な友だちから離れること、など資料を示し

て話す内に助言方法に理解を深めていた。

その後、地域の講演活動を通して子ども

の健全育成に努力しているという。

③ 元校長のＫ氏は高校生の規範意識の薄さ

ととともに、大人が行動のよき見本になっ

ていないと嘆いている。

前を歩くサラリーマンがタバコをポイと

捨てたのを学校周辺で清掃活動をしている

小学生を指さしながら「貴方の捨てた吸い

殻をたばこを吸わない小学生が拾っている

のだよ」と、子どもに注意するように諭し

たという。

④ 性行不良の青少年を渋谷や新宿の繁華街

（ ）で指導する民間組織のレッドベレー 俗称

副隊長のＭ氏は、いくら注意しても大人か

ら規範意識をしっかりと持たないとだめだ

と､半ば焼け気味に話をしている。深夜の

若者のでたらめさを痛いほど分かっている

からであろう。

わずかな人たちではあるが、その行動に

敬意を表したい。

地域の親たちは、身の危険や仕返しが怖

くて注意は出来ない。そのような時に彼ら

に期待することより､しつけの重要な幼児

期に親たちが規範意識の育成に努力してい

くことと、学校教育の中で規範意識を育み

のその薄い意識を解消できたらと心から願

っている。

Ⅱ 事例からみる性の規範意識

茨城県の某私立高校教師からの相談に応じ

て「乱れた性行動に走る女生徒」の対策を指

導助言したことがある。

その学校は、生徒指導上に問題のある生徒

「不登校・引きこもり・性行不良等」および

他校を退学した者の多いという。

彼は、女子卓球部の顧問をしており、問題

生徒Ａ子は、１年生の頃に男子卓球部の生徒

Ｋ男と親しくなり性交を含めた交際関係にあ
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った。２年生になり主将になったが、家庭内

のいざこざからクラブに対する意欲がなくな

り、だらだらと練習するようになりクラブ日

誌には嘘を書くようになった。また、学校生

活では盗みを発見され、盗んだ物がカバンの

中にあっても貰ったと言い張り、平気でいる

ほどであった。そのことについては、担任と

ともに、嘘はいけないこと、悪いことはして

はいけないこと、部活動に身を入れること等

を厳しく指導していた。

その内に１年生部員も一人、二人とやめて

しまい。本人も顧問の言うことに耳を貸さな

くなっていた。

２年の夏休み過ぎにＫ男とは別れて、同じ

卓球部のＢ夫と親しくなった。

そして、今回、学校のトイレの中でＢ夫と

接触しているのを教師に見つかり、特別指導

となったというのである。

顧問（監督）としての責任から指導方法に

ついての相談であったが、彼の姿勢から教師

としての生徒への愛情を強く感じた 。。

後でわかったことだが、Ａ子に体育館を最

後に閉めるために鍵を預けていたので、Ｋ男

とも倉庫の中で接触をしていたとのことであ

った。

彼は担任ではなかったが、生徒指導部長や

担任とともに親と積極的に関わっていた。学

校は、そのような生徒が多くいるので両方の

親を呼んで厳重注意を行ない､担任と連携して

指導していくことになった。

そこで、今後の生徒との対応については、

① 性交については、妊娠や性感染症の予防

をよく理解させる

② 男女交際について互いに身体的・精神的

に理解し助け合うことの大切さを指導する

③ 高校生であることを自覚させ将来の進路

に向け学業やクラブ活動に励むよう指導に

する

また、教師の今後の対応としては、

① 生徒を言葉を信じること、そして認める

ことであり、受容の心をもつこと

② 生徒の教師や親への反発は助けてほしい

との願望であり、怒りはやさしく聞いてほ

しいとのサインと心得、聞くに徹し変化を

がまんして待つこと

③ 過度の期待はしない。教員の使命感が先

走りして何とかしようとあせらない

④ セクシュアリティ教育（性教育）の研修

に励み、教師の専門性を高めること

その後、Ａ子は、学校生活ではやや明るく

しているが、Ｋ男とは交際を続けている。

教師は健全に交際しているかと注意深く見

つめ続けている。

Ⅲ 規範意識を育てる教師の力量

１ 魅力ある教師

（社）全国高等学校 連合会の 年調査PTA 03
によれば 「将来なりたい職業があるか」と、

いう質問に対しては､ ％が「ある」と答69.5
80.3 57.9 22.4えた 女子 ％ は男子 ％ を。 （ ） （ ）

ポインも上回り､女子の意識の高さがわかる。

なりたい職業を自由に記述させたところ､男

子が「教師 「公務員 「大学教授・研究者・」 」

学者」であり､女子が「保育士・幼稚園教諭」

「看護師 「教師」を挙げ、資格を必要とし、」

身分的に安定していると思われる職業が上位

を示している。また､なりたくない職業は､男

子では「サラリーマン 「教師 「土木作業・」 」

建設業」､女子では「教師 「フリーター 「看」 」

護師」などが挙がっていた。

男女ともに｢なりたい職業｣「なりたくない

職業」の上位に「教師」が挙げられていた。

なりたい理由には 「尊敬する先生に出会、

い、自分もそのようになりたい」であり、な

りたくない理由は 「小・中・高と先生を見、

ていて苦労しているように見えるから 「生」

徒の嫌われ者だから 「大変そうだから」な」

どである。

高校生の意識は身近にいる教師に「魅力が

あるか､ないか」の意識の違いのようである。
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学校は、人間として在り方生き方を教育す

る場である。生徒に夢と希望を与えてくれる

教師が専門性と使命感を発揮してこそ規範意

識と将来の職業観が育つものと信じる。

２ 教師の専門性

教師の愛とは、生徒から頼られること、生

徒がなんでも言える広い心があること､その持

てる人格が生徒の一人一人に何らかの影響を

与える存在であることである。

それが薄くてもろい規範意識を確固たるも

のにするのは教師の使命だといえる。

援助①

「あの男は私の教え子で、良く助言し、面

倒を見てやったものさ 「あの男が大学進学」

の時は、オレが面倒を見てやったんだ」など

というのを聞くと、我が身の「恩師ヅラ」を

思い浮かべ教師である自分が恥ずかしい。

援助は手助けである。最高の援助は、手助

けした生徒に恩義を感じさせないこと。心理

的に負担を与えてはならないことである。

教師として生徒に積極的に助言し、援助す

る。これは教師の極めて自然な行為であり、

教師として当然のことと受け止められる。

師範②

「 、 、 、やってみせ 言って聞かせて させてみて

ほめてやらねば、人は動かじ」という「やっ

て見せ」が師範ということである。

生徒との生活を楽しんでやっていくことが

大切である。教師の苦労話から学ぶより教師

、 、が楽しそうな話や愉快な話 痛快な経験話に

生徒はやってみようと思うのである。

古典狂言｢世阿弥｣の講義を身振り手振りで

楽くやっている大学教授に指導を受けたこと

がある。実に熱心に指導しながら我々ととも

に学ぼうとする姿勢がにじみ出ており、しば

しば雑談に流れることもあった。

しかし、その講義内容の｢世阿弥｣が今でも

強く思い出されるのが不思議である。

良き師範であったと思う 「自ら学びつつ。

あるもの、他を感化す」である。

指導②

指導は広い概念である。それは、教えるこ

とも、援助し、助言することも、諭すことも

含まれる。指導の方法、形態というものも多

、 、岐にわたり 直接言葉で言い聞かせることも

電話で話すこと、手紙に書いて渡すこと、あ

。るいは参考になる書物を送ることも含まれる

もちろん教師が実際にやってみせることも指

導として重要である。

体罰事件では「教育熱心さのあまり、つい

カッとなって手が出てしまった」などと苦し

い言い訳をする場合が少なくないが、教師で

あるからには教育熱心は当然のこと、ついカ

。 、ッとなった言訳にはならない 教師としては

失格である。自分の行動傾向を自覚して、自

己抑制に努めなければならない。

、 、 。また 指導は その人の心が映し出される

教師の心そのものが指導の質になっていくと

いうことである。心穏やかに目を輝かしての

指導は生徒に優しく感動を与える。

教師にもさまざまな人がいる。興奮しやす

く、すぐカッとなる人。反抗心が強く、意固

地で協調性のない人。根性が無く、すぐ仕事

に飽きて、投げ出す人。何事もいい加減で、

完全さを求めない人。見栄を張ったり知った

かぶりをしがちな人。いろいろな性質、性格

の人がいる。それらは誰の中にもある「一つ

」 。の行動傾向 と考えた方がいいかもしれない

「肝心なのは、その場その時の自分の気持

ちの状態が自分で分かるということ、少なく

とも自分の心の状態を分かろうとすることで

ある 」 その自覚が必要である。。

体罰事件では「教育熱心さのあまり、つい

カッとなって手が出てしまった」などと苦し

い言い訳をする場合が少なくないが、教師で

あるからには教育熱心は当然のこと、ついカ

ッとなった言い訳にはならない。教師として

は、失格である。教師は、自分の行動傾向を

自覚して、自己抑制に努めなければ生徒の規

範意識は高められるはずはない。 （完）
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東京都高等学校性教育研究会会則

第一章 総 則

第１条 本会は、東京都高等学校性教育研究会

と称する （略称 高性研）。

第２条 本会は、高等学校における性に関する

指導を重視し、その必要性を認識するも

のによって組織され、次の事項を目的と

して活動する。

１ 学校教育における性教育の在り方、進

め方に関する実践的な研究を行う。

２ 性教育を通して、生徒の健全育成に関

する研究を行う。

３ 人間の性に関する研究を行う。

第３条 本会は、第２条の目的を達成するため

に、

次の事業を行う。

１ 研究協議・講演会・公開授業などの開

催

２ 調査研究、情報収集

３ 各種機関・団体との連絡・連携

４ 研究集録

５ その他

第二章 組 織

第４条 会員は、都内の高等学校教職員及び第

２条の項目に賛同する者をもって組織す

る。

第５条 本会は、次の役員を置く。

会長（１名）

副会長（若干名）

常任理事（若干名）

理事（若干名）

事務局長（１名）

会計（２名）

会計監査（２名）

第６条 役員の選出は、総会において行う。

第７条 役員の任務は、次のように定める。

１ 会長は、本会を代表し、会務を統括す

る

２ 副会長は、会長を補佐する

３ 常任理事・理事は、会務を処理する

４ 分掌は、事務・会計・研究・調査・広

報の５部門を置く

５ 会計は、経理を担当する

６ 会計監査は、本会の会計について監査

を行う

第８条 役員の任期は、２年とする。但し、再

任は妨げない。

第９条 本会には、顧問を置くことができる。

第三章 会 議

第１０条 本会の会議は、総会・定例会・理事

会及び各部会とする。

第１１条 総会は、会長がこれを招集し、開催

する。

第１２条 総会は、毎年１回開催する。但し、

必要のある場合は、臨時に開催するこ

とができる。

第１３条 総会に付議する事項は、次のとおり

である。

１ 事業計画の決定

２ 予算及び決算の承認

３ 役員選出及び承認

４ 会則の変更

５ その他の重要事項

第四章 会 計

第１４条 本会の経費は、高研連加入校会費及

び

、 。その他の会費をもって これに充てる

第１５条 会計年度は、毎年４月１日より翌年

の３月３１日までとする。

第１６条 本会の会費は、学校単位とし、年額

次のとおりとする。

・全日制 ２，８００円

・定時制 １，４００円

第四章 付 則

第１７条 本会の事務局は、事務局長の現任校

に置く。

第１８条 会則は、平成元年４月１日 一部改

。正平成１０年５月２９日より施行する
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平成１６年度役員

会 長 筒井 邦夫

（都立志村高等学校長）

副会長 神取 豊夫

（都立一橋高等学校長）

竹内 章

（都立両国高等学校副校長）

井口 一成

（都立向島工業高等学校副校長）

事務局長 井谷 享

（都立武蔵高等学校教諭）

同 副 山田 智美

（都立世田谷泉高等学校教諭）

会 計 長井 正徳

（都立世田谷泉高等学校教諭）

加藤 万一朗

（都立武蔵村山高等学校教諭）

会計監査 高梨 昭

（都立科学技術高等学校教諭）

相川 玲

（都立小石川高等学校教諭）

研究部長 田原 正之

（都立両国高等学校教諭）

同 副 川端 洋介

（都立国際高等学校教諭）

調査部長 柳瀬さち子

（都立西高等学校養護教諭）

同 副 荒木 卓也

（都立上水高等学校教諭）

広報部長 榎 茂喜

（都立世田谷泉高等学校）

同 副 林 美智子

（都立東高等学校養護教諭）

理 事 柴崎 英樹

（都立墨田工業高等学校副校長）

尾崎 武彦

（都立つばさ総合高等学校教諭）

山元 和三

（都立大森高等学校教諭）

研究紀要誌「あふるる」投稿規定

１：執筆要項

（１）横書き、 字× 行、縦割り 段組20 20 2
とします。段組の間を 文字分空けて下2
さい。

（２）表題と本文の様式や書き出しの行は特

に

規定しません。

（３）ページ数は４ページ以内を原則としま

す。

（４）原稿は、フロッピディスク（ワードま

たは一太郎）とプリントアウト原稿 部1
をご提出下さい。なお、ご提出されたフ

ロッピディスクは返却できませんので、

ご了承下さい。

２：原稿締め切り及び提出先

月末日までに、事務局宛にご提出下さ2
い。

〔事務局及びお問合せ先〕

〒１５７－００６２

東京都世田谷区北烏山９－２２－１

東京都立世田谷泉高等学校内

山田 智美

℡ ０３（３３００）６１３１
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あとがき

平成 年度の性にかかわる報道の中で圧倒的16
に多かったのは、 感染者とエイズ患者の増HIV
加に関するものでした。平成 年に国内で新た16
に報告された 感染者は 人、エイズ患者HIV 748
は 人で調査開始以来始めて 人を超え、366 1000

感染者とエイズ患者の累計は 人（血液HIV 9800
製剤による感染者をのぞく）となりました。

もう一方で注目を集めたのは、東京都の「青

少年の性行動について考える委員会」で論じら

れた中学生の性行動規制の条例化でした。

平成 年都内の性行為経験率は、中学 年男14 3
12.3 9.1 3 37.3子 ％、同女子 ％、高校 年生男子

45.6 15 3％、同女子 ％で、 年前と比べると中学

年生、高校 年生の女子はともに 倍に増加3 2.7
しています。また、 歳以下の性感染症は女子19
が 倍となり、人工妊娠中絶も増加傾向にあり2
ます。

厚生労働省の厚生科学審議会で報告された意

識調査では、コンドームの使い方を知るべき時

期は 歳から 歳までが ％と最も多く、性13 15 47
感染症の予防についても約 ％が 歳以前に70 15
知るべきだと回答していました。

このような時期に、本研究会では「高校生の

性に関する意識や生き方在り方の調査」を実施

し、都教育委員会は性教育の手引き（高等学校

編及び盲・ろう・養護学校編）を見直し刊行し

ました。

東京都高等学校性教育研究会副会長

神 取 豊 夫

改訂された性教育の手引きは、生きる力の育

、成を柱とした学習指導要領の趣旨の徹底を図り

性教育の指導計画及び評価計画の作成や適正な

性教育の実施に役立てることを目的としていま

す。

本研究会の役割は、生徒の実態や社会の状況

をふまえて、都教育委員会の趣旨に沿って発展

的な実践研究を深め、指導方法の提供や教材の

開発など実践的な情報を発信していくことだと

思います。

性教育の課題解決には、教員の高い資質と意

識は重要な要素であり、本研究会の役割はます

ます重要になってきますが、昨年に引き続き定

、例の研究会への参加者は増加しておりませんが

今後の本研究会も活動のし方や会の運営方法を

見直し、自主的な研究会の趣旨に基づいて、授

業研究や実践研究を中心に、参加者が有益な情

報を持ち帰れるものにするよう工夫・改善して

参加者を増やすことが必要です。

今後、本研究会へ多くの方が参加し、会員が

増加することを期待します。

-35-



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

東京都高等学校性教育研究会 

発行責任者  会長 筒井 邦夫 

発 行  平成１７年５月２７日 

 

 

 

 

 

 

 

 


